
指名 通 知書

この 入札は ，かごし ま県市 町村電 子入札シ ステム により 行います 。

また ，設計 書等の閲 覧は電 子閲覧 で実施し ますの で，指 宿市のホ ー

ムペ ージを ご覧くだ さい。

１ 入札に付 する事 項

案 件番号 第 1 6 号
件 名 弥次ヶ 湯団地 １・２号 棟外壁 等改修 工事設計 業務委 託

業 務場所 指宿市 の指定 する場所

業 務期間 令和６ 年９月 3 0 日まで

２ 概 要

外 壁・屋上 防水改 修等の 設計業務

１号棟： 平成 11 年築， ＲＣ造 ５階建 ， 2 0 戸
２号棟： 平成９ 年築， ＲＣ造５ 階建， 3 0 戸

３ 契約条項 及び設 計図書 等の閲覧

契 約条項の 閲覧場 所は建 設部 建 設監理 課とす る。

設 計書等の 閲覧は 電子閲 覧とし， 指宿市 のホー ムページ にて令 和６

年 ５月９日 の午前 ９時か ら令和６ 年５月 2 4 日の 正午ま で掲載す る。
な お，電子 データ の貸出 は行わな いもの とする 。

４ 現場説明 の日時 及び場 所 な し

５ 設計図書 等への 質問

設 計図書等 への質 問につ いては， 指宿市 のホー ムページ へ掲載 して

い る「（指 名競争 入札用） 設計図 書等に 対する質 問書」 により， FA
X 又はメ ール及 び電子 入札シス テムで，令和６年 ５月 2 1 日正午 まで
に 提出する こと。

ま た，提出 後は電 話にて その旨伝 えるこ と。

◎ FA X ０９９ ３－２４ －３８ ２６

◎メール アドレ ス z a i s e i @c i t y． i b u s u k i． j p

６ 入札方法



か ごしま県 市町村 電子入 札システ ムによ り行う ものとす る。ただ し，

や むを得な い理由 で電子 入札に参 加でき ない者 で，市長 の承認 を得

た 場合に限 り紙入 札によ り入札に 参加す ること ができる 。

７ 電子入札 システ ム故障 等の対応

電 子入札シ ステム の故障 等により 入札書 の提出 ができな くなっ た場

合 は，紙入 札参加 への変 更ができ るもの とする 。

紙 入札の参 加申請 期限： 令和６年 ５月 2 3 日 午後 ５時ま で

（再 度入札 の場合 は令和６ 年５月 2 4 日 午 後５時 まで）

８ 入札書提 出受付 期間・ 場所等

（ 1）電子入 札で参 加する 場合
期間： 令和 ６年５ 月 2 2 日 午前９ 時から

令和 ６年５ 月 2 4 日 午前９ 時まで

入札書 提出先 ： か ごしま県 市町村 電子入 札システ ム

（ 2） 紙入 札で参 加する場 合

期間： 開札 日時３ ０分前か ら 開 札日時 直前まで

入札書 提出場 所： 指宿市役 所 指 宿庁舎 ２階 財 政課内

※入札 書の右 上に任 意のくじ 番号（ ３桁） を記載し てから ，封

書に して財 政課へ 提出する こと。

９ 開札日時 及び場 所

日 時：令和 ６年５ 月 2 4 日 午前９ 時３０ 分から

場 所：指宿 市役所 指宿 庁舎２階 財政 課内

1 0 再 度入札及 び再々 度入札

本 件が落札 されな い場合 は，次の とおり 再度入 札又は再 々度入 札を

実 施する。 ただし ，入札 執行者が 不落札 を決定 した場合 はこの 限り

で ない。

１ 再度入 札

（ 1） 再度 入札書 の提出受 付期間

・電子入 札で参 加する 場合

期間 ： 令 和６年 ５月 2 4 日 午後 ２時から

令 和６年 ５月 2 7 日 午前 ９時まで



入札 書提出 先： かごしま 県市町 村電子 入札シス テム

・紙入札 で参加 する場 合

日時 ： 開 札日時３ ０分前 から開 札日時直 前まで

入札 書提出 場所： 指宿市役 所 指 宿庁舎 ２階 財 政課内

※ 入札書 の右上に 任意の くじ番 号（ ３桁） を記 載してか ら，

封 書にし て財政 課へ提出 するこ と。

（ 2） 開札 日時・ 場所

日時：令 和６年 ５月 2 7 日 午前 ９時３ ０分から

場所：入 札書提 出場所

２ 再々度 入札

再々度入 札を実 施する 場合は， 当該入 札の実 施決定後 に本件 入札

参加者に 日時等 を通知 する。

11 入札保証 金 免除

1 2 最 低制限価 格 有

（ 最低制限 価格は ，指宿 市建設コ ンサル タント 業務等に 係る最 低制

限 価格の設 定に関 する要 綱（平成 3 1 年４ 月１日施 行）に より設 定
す る。）

1 3 入 札書記載 金額

落 札決定に 当たっ ては， 入札書に 記載さ れた金 額に当該 金額の １０

０ 分の１０ に相当 する金 額を加算 した金 額（そ の額に１ 円未満 の端

数 があると きは，その 端数金 額を切り 捨てた 金額と する。）をも って

落 札価格と するの で，入 札者は， 消費税 及び地 方消費税 に係る 課税

事 業所であ るか免 税事業 者である かを問 わず， 見積もっ た契約 金額

の １１０分 の１０ ０に相 当する金 額を入 札書に 記載する こと。

1 4 無 効入札

次 の各号の いずれ かに該 当する入 札は， 無効と する。

（ 1） 入札に 参加す る資格が ない者 がした 入札
（ 2） 記名押 印がな い入札書 による 入札（ 紙入札の 場合に 限る。）
（ 3）入 札書記 載の金額，氏名その 他入札 要件が 確認し難 い入札 書に



よる入札 （紙入 札の場 合に限る。）

（ 4）入 札金額 が加除訂 正され ている 入札書に よる入 札（ 紙入札 の場
合に限る。）

（ 5）記載し た文字 を容易 に消字す ること のでき る筆記用 具を用 いて
記入した 入札書 による 入札（紙 入札の 場合に 限る。）

（ 6）同一事 項につ いて２ 通以上の 入札を した者 の入札又 は紙入 札参
加者が電 子入札 により した入札

（ 7）他 の入札 者の代理 を兼ね，又 は２人 以上の 入札者の 代理を して
した入札 （紙入 札の場 合に限る。）

（ 8） 指宿市 電子入 札実施要 綱（平 成 21 年指 宿市告 示第 11 4 号）第
７条に規 定する 禁止行 為をした 者の入 札

（ 9） 談合そ の他の 不正な行 為があ ったと 認められ る入札
（ 1 0） その他 入札条件 に違反 したと 認められ る者の した入 札

1 5 落 札者の決 定

予 定価格の 制限の 範囲内 で最低の 価格を もって 申込みを した者 を落

札 者とする 。ただ し，最 低制限価 格を設 けた場 合は，最 低制限 価格

未 満で申込 みをし た者は ，失格と する。

1 6 契 約保証金 免 除

1 7 前 金払 無

1 8 落 札者の契 約書等 の提出

落 札者は， 落札決 定通知 を受けた 日から ５日以 内に，契 約書並 びに

消 費税及び 地方消 費税に 係る課税 事業者 又は免 税事業者 である 旨の

届 出書を提 出しな ければ ならない。た だし，当該 届出書 について は，

提 出を要し ないと 認めら れるとき はこの 限りで ない。

な お，期間 が経過 した場 合は，落 札者が ，契約 の締結を しない 旨を

申 し出たも のとみ なす。

1 9 代 理入札（ 紙入札 の場合 ）

代 理人によ る入札 をしよ うとする ときは ，入札 前に代理 委任状 を提

出 すること 。

2 0 注 意事項



（ 1） この通 知後， 指名停止 があっ たとき は，入札 に参加 できな い。
（ 2）提 出した 入札書の 書換え，引 換え又 は撤回 をするこ とがで きな

い。（地 方自治 法施行 令第 1 6 7 条 の 8 第 3 項）
（ 3）本 案件の 契約が困 難なた め入札 に参加で きない ときは，入 札書

提出締 切日時 までに辞 退届を 電子入 札システ ムによ り提出す る

こと。

（ 4）辞 退等に より入 札者が２ 者に満 たない 場合は，入札 は行わな い。
（ 5）入 札結果 の公表は，指宿市ホ ームペ ージへ の掲載及 び総務 部財

政課で の閲覧 とする。

（ 6）入札に 参加し ようと する者の 間に資 本関係 又は人的 関係が ない
ことと する（資 本関係 又は人的 関係が ある者 の全てが 共同企 業体

の代表 者以外 の構成員 である 場合を 除く。）。 なお， 関係があ る

場合に，辞退す る者を 決めるこ とを目 的に当 事者間で 連絡を 取る

ことは 差し支 えない。


